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　毎年,正 月をむかえると魚市場では初競 りの活気にわ く姿を目にすることができる。

冬の日差 しが魚市場に差 し込み,整 然と並べ られた黒銀色に輝いているマグロの多さ

やその大きさに圧倒される。だが,こ のマグロ市場にも世界政治の荒波が着実に押し

寄せてきている。

　環境問題の世界的NGOワ ール ド・ウオッチは海洋資源の枯渇問題についてつぎ

のようにのべている。「世界に点在す る島嶼地域は生態的にも文化的にも多様性に富

んでいる。にもかかわらず,こ れ ら地域は魚の乱獲,開 発,汚 染とい う共通 した問題

に直面し,,これまでにない大きな損失を被っている。こうした島嶼地域が本来持つ持

続可能な発展能力は,水,植 生,土 壌,空 気,野 性生物などの島自身の資源である。

この点では島唄地域も他の大陸と同根の課題を背負 っている」(Weber　 1994:9-15)。

いいかえれぽ,島嶼 地域が抱えるジレソマは世界のジレソマの縮図でもあるといえる。

　 ところで,漁 業や海底資源など海に関する各国の権利を定めた国連海洋法条約は,

1994年 に発効 し,排他的経済水域を拡大させた。太平洋島嶼国 ・地域もまた,ヨ ーロッ

パ大陸に匹敵するほどの規模をもつ排他的な経済水域を保有するまでになった。この

結果,世 界でもっとも豊かなマグロ漁場 も,こ の排他的な経済水域に組み込まれたこ
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とで,商 業的に価値の高いマグロ漁場が島喚地域の開発/発 展に大きく貢献しうるも

のと考えがちである。しかし,現 実はむしろ逆である。

　世界でもっとも多 くの魚を消費している島嶼地域の漁業は自給的な沿岸漁業であ

り,地 元の市場で費消されている。 これにたいしてマグロ漁業は沿岸漁業ではな く外

洋漁業であり,大 きな船 と高価な装備を必要としている資本制漁業である。島嶼国家

はしたがってマグロ漁業に直接参画することはなく,そ のかわ りに外国に漁業権を売

り渡しているにすぎない。つまりは,島嶼 国家の経済にとって入漁料を別にすれぽマ

グロ漁業から得るものはほとんどない(McGinn　 1998:54)と いえる。

　FAO(国 連食糧農業機関)の 統計によれば,太 平洋の漁業全般が減少傾向にあ り,

マグロ漁業の将来も先行き不透明である。たとえば,1998年 に起こった一連の漁業問

題だけをみてもわかる。10月 にはFAOは,マ グロ資源を維持するうえから日本に遠

洋マグロはえ縄漁船の20パ ーセント削減の方針を固め,漁 獲能力管理のために国別減

船に関する国際行動計画を採択 した り(r朝 日新聞』10月3日),日 ・豪 ・ニュージー

ラン ドが加盟する ミナミマグロ保存委員会での総量規制協議が決裂した り(同,1月

23日),日 米韓沿岸国を中心とした太平洋マグロ共同管理地域機構 設立準備が構想さ

れた り(『沖縄タイムズ』7月28日),さ らには太平洋マグロ漁業に船籍を持たない便

宜置籍船に日本人漁船員が乗 り込み,規 制の網を逃れて操業してきた事実が発覚した

り(r読 売新聞』9月13日)し た。また,野 生生物の国際取引監視NGO・ トラフィッ

ク ・オセアニアは,ミ ナ ミマグロが絶滅の危機に瀕 している報告を公表 し(『 日本経

済新聞』7月31日)た のに加えて,FAOも 環境に配慮 した方法で漁獲 したか どうか

を商品に表示する 「環境 ラベル」の導入を検討した り(『沖縄タイムズ』12月28日)

と,マ グロをめぐる国際環境はグローバ リゼィションの胎動 とともに厳しさを増 して

きていることが,こ れら新聞報道からも読み取ることができよう。それは漁業資源の

枯渇問題だけに限られたことではない。日本の経済力を誇示することで成 り立ってき

た 「経済外交」も曲が り角を迎えたことを意味 している。

　本稿は1),日 本人の食卓に馴染みぶかいマグロを通 じて,南 太平洋島嶼国 ・地域の

人びとと日本の関係を傭瞼することをめざしている。あわせて,日 本の対南太平洋島

嶼国 ・地域への水産ODAの 実体に接近することで日本社会のあ りようを描きだす

ことにある。なぜならぽ,援 助は日本の社会を映す鏡にほかならないからである。
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1　 日本 の漁業 外 交 とマ グ ロの グ ローバ リゼ ィシ ョン

　 日本漁業の特性は豊かな漁場,旺 盛な国内消費,沿 岸漁業から遠洋漁業にいたるま

での漁業の重層的な展開,漁 業者の自治と行政の結合などに支えられた産業として特

異な規模 と密度にあった(加 瀬1995:65)と いえる。 日本の漁業政策は,と くに戦

前の大陸沿岸の未開発な漁業資源に接近するなかで資本制漁業を発展させながら 「国

益」としての北洋漁業を死守することからは じまった。

　戦後にいたっては,戦 後改革の一環 として農地改革の漁業版ともいえる漁業制度改

革がお こなわれ,漁 業生産力の向上 と漁村 の近代化が推進 された(山 口1999:

22-23)。 それは,漁 業行政体制を国内的に整備するうえから漁業権と漁業許可制度を

導入することで企業間競争を行政が調整する秩序構築に向けられた。そのいっぼ うで

北太平洋漁業条約(1952年),日 ソ漁業条約(1956年),日 韓漁業条約(1965年)を 契

機に漁業の沖合,遠 洋化によって日本の漁業経営規模を拡大 し,海 外進出の足場を固

めていった。漁場の 「新たな発見」と漁業の企業化を経営の前提とした日本漁船の海

外進出は,行 政が開発 した新たな漁業種に よって促進されたのである(山 内1987:

145-6)。 それは,(1)北 洋サケ ・マス母船式漁業(1953年),(2)南 方カツオ ・マ

グロ漁業(1953年),(3)遠 洋マグロ漁業(1955年),(4)南 方 トロール漁業(1955

年),(5)北 転船(1960年),(6)遠 洋カツオ漁業(1965年)と いう大臣許可制の指

定漁業である。 しかし,日 本漁業は限 りない近代化 ・大規模経営の方式を導入した反

面,依 然 として原始的な産業の本質を温存 させていったのである。それは結局のとこ

ろ,資 本制漁業は魚の取 り合いの産業であることから紛争の絶えない業種なのである

(湊1996:46)。 にもかかわらず,日 本の漁業政策は国民に水産食糧の安定 した供給

をめざすことなく,漁 業者の経営安定を第一義としてきたことから,し ぼ しぼ漁獲量

の大幅な超過や体長制限のごまか し,漁 業水域の違法行為といった国際問題を引き起

こし,資 源管理 といった視点を欠落させてきた。

　 しかし,1973年 を基点にして日本漁業の外延的拡大による漁業生産は国際環境の変

化 とともに転換を余儀な くされた。第一は国際的な海洋利用規制の強化であり,第 二

はオイル ・ショックによる経営費の急騰 と世界の漁業産業間の比較優位が崩れ,縮

小再編の道を歩まざるをえないことで,国 際漁業協力の問題や流通 ・輸出入問題に対

処 しなければならなくなったのである。とはいえ,水 産関係の国家予算配分の構造は,

依然として 「漁業は漁業者のためのもの」という立場を堅持 し,漁 業生産基盤の整備
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費に重点的な配分がなされ,漁 業のなかの工業化比率がきわめて高いことを特徴 とし

ている(河 井1994:84-86)。 このことからみても,漁 業を食糧産業 として位置付け,

国民の健康と栄養,食 生活にとっての水産資源 といった視点への転換,さ らには自国

沿岸の汚染による漁業の衰退,外 国の海でのわがもの顔での進出,水 産資源の管理観

の欠如 といった内外からの批判にさらされて,国 際交渉の主体としての日本の漁業政

策当局の交渉能力は限界にきている。

　それは第一に,援 助 と引き換えに途上国域内の操業を認めてもらうという手法では

安定的な外交関係が構築できないからである。第二に,行 政当局の伝統的な政策手段

である金融的 ・財政的措置が必ずしも現代の課題にとって有効ではなくなっている。

第三に,過 剰な投資 と資源の浪費(非 効率な配分)に よって開発競争が誘発され,「国

際協力」の名による相互依存的な交渉に委ね られたことである。漁獲圧力によって圧

縮が求められているなかで,従 来どお りの漁船の大型化,漁 獲能力の向上投資を積極

的に推進 しても,か えってその経費増に苦 しめられるだけである。したがって,漁 業

構造の再編のために伝統的な政策であった減船政策は行き詰まらざるをえないとい う

政策課題がある(加 瀬1995:89-91)。 むしろ,漁 業は生産物の国際的な商品化が進

行するなかで,国 益中心の一国主義的な外交的対応だけではすまされないところにま

できてお り,海 洋資源のグロー♂ミリゼ ィシ ョンの所産 ともな っているのであ る

(Bonanno&Constance　 l　998:104-105)。

　つま り,マ グロ資源にみられるグローバ リゼィションは,無 主物である特殊資源に

たいする捕獲手段の高度化 と輸送能力の飛躍的な増大によって水産流通地域の関与地

域が拡大 したことから輸出志向の加工業による買い付け競争が激化 し,地 域産業を圧

迫 し,人 びとの生活環境に影響を及ぼしつつ,市 場圧力によって既存の制度変革を迫

るのである(増 田1999)。 そこでは商品化されない規格外のモノが簡単に切 り捨てら

れる短絡的な関係のもとでマニュアル化された技術,交 易条件の統合,市 況情報の同

時共有といったコンセ ッション制度を導入することで,〈上か ら〉の資源管理圧力が

働 くことになる。

　そのなかでもとくに,外 国との競争関係にさらされているのがマグロ漁業である。

マグロ漁業が主対象とする漁種はマグロ(キ ハダ,メ バチ,ビ ンナガ,コ シナガ,ク

ロマグロ,ミ ナミマグロ,タ イセイヨウマグロの7種)と カツオである(世 界の通例

ではカツオをマグロ類に含める)。マグロ資源は広大な世界の海洋のほぼ全域に分布

し,大 規模な回遊漁であることからその広域性 と機動性が特徴である。

　 また,マ グロ漁業は他国では缶詰原料 としてマグロを利用するが,刺 身需要の旺盛
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な日本市場ではマグロが投機的な相場を形成 したことから韓国,台 湾,中 国などの漁

船が相次いで日本への輸出を急増させている。 と同時に,日 本にあってはこれまで許

可漁業として認可されていたマグロ漁業であるが,漁 船の小型化が進み,20ト ン未満

の漁船で操業できる自由漁業 と認定されたことから沖合漁業からマグロ漁業に転出す

る漁業者が急増 したのである。 しかも,こ の間マグロ漁業をとりまくふたつの大きな

変化が背後にあった。

　そのひとつは,日 本の大手水産会社や大手商社のマグロ延縄漁業の海外基地漁業が

最盛期から衰退期を迎えたことである。この背景には南太平洋島嶼国が独立を達成し

て主体性や自立性を主張したことで,合 弁企業に島嘆国政府が介入し,自 国の開発政

策のもとで現地化をつよく求めたのである(若 林1997:379-383)。 いまひとつは,

沖縄,宮 崎,高 知などの小型漁船が遠洋漁業の操業基地であるミクロネシア,パ ラオ,

グァムなどか ら生鮮マグロを日本に航空輸送する方式を編み出 したことから競争の激

化を招いたことである(軍 司1991:12-13)。 延縄で漁獲されたマグロが一尾つつA,

B,Cの 等級に分けられ,等 級A・Bを もらった生マグロは細長い段ボールに詰めら

れて空港へ運ばれ,そ の日の うちに日本市場に送 られる。こうして世界の海から 「空

飛ぶマグロ」が 「成田/関 空漁港」にやって くるのは,い まや輸入マグロのうち約25

パーセソ トにおよんでいる(ANA　 l999:117) 。

　なかでもマグロ転載の中心基地であるグァムは,南 太平洋地域における水産業の重

要な位置を占めるほ どに成長 し,い まや17億 ドル産業 として,太 平洋マグロ産業に発

展の比重を移 し替えてきているほどである(泉1997:7-19)。 たしかに,太 平洋島嶼

国水域ではアジア諸国や米国の漁船によってマグロが約93万 トン漁獲され(そ のうち,

80パ ーセン トが180隻 の巻 き網船,残 りの7パ ーセン トが釣船 と13パーセント延縄船

である),そ の漁種はカツオ(59パ ーセン ト),キ ハダ(32パ ーセン ト),メ バチ(5

パーセン ト),ビ ンナガ(4パ ーセン ト)で あったことからも,マ グロ資源の宝庫の

ひとつとなっているのである。

　世界海域別のマグロ漁獲高割合をみておこう。世界のマグロ漁獲高では太平洋北西

部が約2,500万 トン,太 平洋南東部が1,500万 トン,大 西洋北東部が1,000万 トン,太

平洋中西部が840万 トン,イ ン ド洋が700万 トンという順で,そ の うち日本の漁獲高割

合が高い地域が南極,太 平洋北西部,太 平洋南西部であることから同様に,太 平洋海

域は有力なマグロ資源地域なのである。

　 こうしたなか,日 本は世界の全漁獲i量約1億 トンのうち600万 トンを占め(FAO

1995年統計),そ の うちマグロは世界の19パ ーセン トにあたる36万 トン(97年 統計で
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は31万 トン)を 日本 が 漁獲 して い るほか に,30万 トン(97年 統 計 で も同様)を 輸 入 し

て い る(表1)。 い っぽ う 日本 向 け マ グ ロ輸 出 国 ・地域 で は 台 湾,韓 国,イン ドネ シ

ア,ホン ジ ュ ラス が上 位 を 占め て い る が,ホン ジ ュラス,パ ナ マは と もに 台湾 の便 宜

置 籍 船 で あ る こ とか ら圧 倒 的 な シ ェア を台 湾 が しめ て い る(表2)と い え る。

　 そ のな か で も刺 身 マ グ ロ市 場 は 日本 の水 産 物 市 場 全 体 の な か で最 大 規 模 の数 量 と金

額 を 占め て い る。 ち なみ に,'刺 身 マ グ ロ市 場 の供 給 規模 は金 額 に して4000億 円前 後,

数 量 に して40-50万 トン とい わ れ,そ の うち設 備 投 資 の か か る冷 凍 が74パ ー セ ン トで

あ る の比 して 空 輸 され る生 鮮 マ グ ロが26パ ー セン トの 比 率 とな っ て い るの で あ る(表

3)。 しか し,こ の刺 身 マ グ ロ市 場 も商 材 の 赤 身 マ グ ロ と脂 身 マ グ ロ(ト ロ)と で は

大 き く異 な り,赤 身 マ グ ロが36万 トン(そ の うち冷 凍 が30万 トン)で あ るの比 して脂

身 マ グ ロが3万 トン(そ の うち 冷 凍 が1.8万 トン)と 赤 身 マ グ ロの 供 給 過 剰 と脂 身 マ

グ ロの供 給 逼迫 とい う両 極 端 な問 題 を発 生 させ,と くに 脂 身 マ グ ロの価 格 急騰 を 引 き

起 こ してい る(中 居1996:33--34)。

　 と ころで,わ た した ち 日本 人 の食 卓 とい う観 点 か らマ グ ロを考 え た とき,日 本 人一

た りの マ グ ロ消 費量 は(1995年)1年 間 に3,525グ ラ ム,9,226円 で 数 量,金 額 と もに

魚 介類 の うち の最 大 支 出品 目な の で あ る(山 下1998:15)。 しか も,山 下 の調 査 に よ

れ ば,生 産 価 格 と末 端 価 格 では32倍 の 開 きが あ るい っぽ う,マ グ ロ1本 の うち50パ ー

セ ン トが 食 材 に,残 り35パ ー セ ン トが飼 料 に,15パ ー セ ン トが ゴ ミと して捨 て られ て

い る(山 下1999)の で あ る。 また,近 年 隆 盛 を きわ め て い る回転 す しチ ェ ー ンで の

マ グ ロ消 費 を 加 え れ ば さ らに こ の数 量 は増 加 す る ことに な る。

　 品質 と鮮 度 に こだわ る マ グ ロ ・ビジネ ス に よる食 生 活 の再 編 と りわ け食 に か ん す

表1　 世界 と目本 のマグ ロ生産量

1,000tons

マ グロ ・カジキ類/年 1992 1993 1994 1995 1996

世界計

日本生産量

日本輸入量

日本缶輸入量

日本輸出量

日本缶輸出量

日本消費量

日本消費/世 界生産

2,091

　381

273

　 10

　 49

　 1

　614

　 29.4

2,184

391

304

　 14

　 46

　 1

662

　 30.3

2,031

　 375

298

　 17

　 42

　 0.8

647

　 31.9

na

366

306

21

38

　 0.6

654

na

na

312

309

18

33

　 1

605

na

出所:水 産新潮社1997

　 　 農林水産省1998
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表2　 日本向けマ グロ輸 出国 ・地域

tons

順位 国 ・地域 マ グ ロ* キ ハ ダマ グ ロ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

台 湾

韓 国

イン ドネ シ ア

ホン ジ ュ ラス

グ ア ム

パ ナ マ

ミ ク ロ不 シ ア

フ ィ リ ピン

シン ガ ポ ール

ソロモン 諸 島

オ ー ス トラ リア

マ レー シ ア

ト リニ ダ ド トノミゴ

米 国

メキ シ コ

101,839

46,918

24,459

11,661

　 9,061

　 8,930

　 7,543

　 6,414

　 4,692

　 4,135

　 4,079

　 3,995

　 3,201

　 3,098

　 2,574

53,894

17,238

15,307

2,913

6,981

2,588

3,726

5,697

3,030

3,500

　 678

1,991

　 873

　 213

2,573

*:マ グ ロは ク ロマ グ ロ
,メ バ チ,キ ハ ダ合 計

出所:農 林水 産 省1997

表3　 マ グロ ・カジキ類(刺 身向け)の 供給量

(単位:千 トン)

生産 輸入 冷凍 生鮮年次
冷凍 生鮮 小計(%) 冷凍 生鮮 小計(%)

合計(%) 合計 合計

1988 222 68 290(61) 155 322 187(39) 477(100) 377 100

1989 223 74 297(62) 144 39 183(38) 480(100) 367 113

1990 224 66 290(57) 176 43 219(43) 509(100) 400 109

1991 212 64 276(55) 176 48 224(45) 500(100) 388 112

1992 196 69 265(54) 170 57 227(46) 492(100) 366 126

1993 208 67 275(52) 190 63 253(48) 528(100) 398 130

1994 214 65 279(54) 166 72 238(46) 517(100) 380 137

1995 206 64 270(52) 176 73 249(48) 519(100) 382 137

1996 170 56 226(48) 172 71 243(52) 469(100) 342 127

1997 179 61 240(52) 154 69 223(48) 463(100) 333 130

1998 176 59 235(47) 196 72 268(53) 503(100) 372 131

※98年 推定。資料:水 産庁 「マグ ロ供給予 測」 ・日鰹連推定

出所:水 産経済新聞(1999年2月5日)
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る意識の再編がこうした需要の拡大に拍車をかけている。それは,い いかえれぽ 「栄

養」イデオロギーがさまざまなかたちで人びとの意識のなかに注入され,全 国流通の

食材を受け入れる素地を作 ってきたからである(宮 内1989:165)。 日本人にとって

エビとおなじように,か つてマグロはとりたてて特別な食材ではなった(寳 井1991:

205)も のが,い まやrDHA神 話」をは じめ として,「高級品」「大衆消費的な高級

品」というマグロへの飽くなき信仰と神話が商品としての投機的性格をつ くりあげて

きた。それはまた,食 の生産の再編や食流通の再編だけが問題ではないのである。

　たしかに,日 本独特の流通システムの複雑性や一船買取引による資本の優位性にも

とつく寡占的な取引形態がある。それは,世 界的な規模でのマグロ市場が築地市場を

頂点とする大都市圏の中央卸売市場に集中する流通形態だからこそ成 り立っているの

である。マグロが集中するこれら市場で仲卸,売 買参加者による競 り落とし,末 端消

費者へという供給ルー トが形成され,食 卓にいたる経路がある(時 事通信社水産部

1998:177-189)o

　 しか し,マ グロ漁業の蹉跌は資源状況をめぐる判断の大幅な狂いと,そ の対応策か

ら生 じているのもじじつである。 日本を取 り巻 くマグロ漁業は国際関係のなかで生 じ

た諸問題によって大きな制約を うけてきた。それは環境問題 としての漁業問題 として

だけではなく,資 源の管理 ・利用と海洋生態系と深 くかかわ った操業条件の問題を諸

国家間との交渉や協調によって解決 していかなければならないという重い課題を突き

つけられるなかで,国 内の行政指導と政府間交渉との抱き合わせ とい う問題解決の手

法に固執 し,漁 業を漁業者のものという業界依存行政の行 き詰まりと漁場の確保を第

一義 とする政策的観点か ら問題を生 じさせている
。

　ここにたっては日本の水産行政の在 り方が根本的に問われなければならない状況が

ある。それは上述のとお り,農 水省,水 産庁,各 業界団体(大 日本水産会をはじめ,

海外漁業協力財団,日 本鰹鮪漁業協同組合連合,海 外 まき網漁業協会,全 国近海かつ

お ・まぐろ漁業協会,海 外漁業 コンサルティング協会 といった),自 民党水産部会,

さらには政府系金融機関による融資 ・補助金,官 僚の天下 りといった日本行政の構造

的な歪みでもあ り,特 質でもある 「護送船団」方式を生んだことである。この意味で

は,マ グロの国際問題たるゆえんは日本の国内政治と深 く結びついているところにあ

る。その好例が日本による海外漁業協力とい う名の水産ODAと 南太平洋島喚国と

の関係である。

290



佐藤　　マグロのポ リテ ィックス

Ⅱ　 水産ODAと 漁業協力

　たしかに,「護送船団方式」とは通称であって正確な定義があるわけではない。し

かし,行 政が業界全体を一括して指導,監 督する立場にあって,外 郭団体や関連業界

とのあいだに複雑なネ ットを張 り回らしてお墨付きを付与 し,外 から見え難 くする裁

量行政の総称でもある。それは金融問題で揺れた大蔵省だけのことではない。水産

ODAひ とつとってみても,そ の複雑さは同じである。

　政府開発援助(ODA)は,通 常,外 務省が外交政策との一体性を保持する観点か

ら関係官庁の意向をまとめ,国 別援助方針を策定するシステムからなっている。 とは

いえ,ODAは 四庁体制 と呼ばれるように,外 務,大 蔵,通 産,経 済企画庁 といった

所菅官庁がそれぞれの 「省益」をにらんで実施される針路なきODAに なっている

のが実情である。一昨年来,問 題 となっているODA予 算の削減をめ ぐる財政構造

改革会議でも予算歳出項 目の 「10パーセン ト削減」案が論議されたが,事 業費削減に

反対する各省庁の調整が難航をきわめた ことがある。それは,一 般に 「ODA予 算」

とrODA事 業予算」 とが別枠であ り,予 算削減にあっても事業費は減 らない構造に

なっている。たとえぽ,途 上国への低利融資である円借款の財源は一般会計と財政投

融資資金の両方にまたがってお り,財 投の比率を高めれぽ事業規模を維持 しつつ 「予

算」を減らす ことができる仕組みになっている。それゆえに,各 省庁は 「国益」を重

視する姿勢を示しながらあらたに 「産業界のための経済協力」という路線を打ち出し

(P.J.　Schraeder,　S.W.　 Hook&B.　 Taylop　l998:294-323),と くに,技 術協力にか

かわる予算が19省 庁に及ぶことから,そ れぞれの既得権益を手放すことに難色を示し

たのである。

　 98年度省庁別ODA予 算概算要求額一覧(表4)で は,「4庁 体制」についで予算

規模が大 きいのが文部省 と農水省であることがわか る。 とりわけ,農 水省のODA

予算は,途 上国の漁港などインフラづ くりの公共事業型援助が中心 となる水産無償援

助であ り,産 業界のための漁場を確保する名目でなされているのである。宮内によれ

ぽ,「漁業協力」の構造が複雑なのは,海 外進 出する民間水産会社へ融資するのが農

水省の外郭団体である海外漁業協力財団があるいっぽ うに,水 産無償援助が政府 ・外

務省および国際協力事業団がおこなう水産無償援助があるとい う 「二本立て」になっ

たことにある(宮 内1999:第2章)。 なかでも,海 外漁業協力財団は海外漁業協力事

業にたいする貸付を主たる業務 とし,そ の原資は貸付資金造成費補助金と振興協力事
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表4　 98年度省庁別ODA予 算概算要求額
　　　　　　　　　　　　 (一般会計分)

概算要求額　　　前年度比削減率　(億
円)　　　　　 (%)

総理府

警察庁

総務庁

経企庁

科技庁

環境庁

国土庁

法務省

外務省

大蔵省

文部省

厚生省

農水省

通産省

運輸省

郵政省

労働省

建設省

自治省

600万

　 1

　 16

　 10

　 6

　 6

5800万

　 5

5266

4047

434

　 74

　 90

502

　 8

　 8

　 34

　 7

2600万

▼11.8

▼10.0

▼10.0

▼88.6

▼19.9

▼12.0

▼10.8

▼10.0

▼10.0

▼8.4

▼10.0

▼10.0

▼10.0

▼10.1

▼10.0

▼10.0

▼10.0

▼10.0

▼10.1

計 10517 ▼10.0

(四捨五入 の関係上,合 計は一 致 しない。 ▼は
マイナス)

出所:「 読売新聞」1997年9月20日
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業費補助金からなる国庫補助金が充

当されているのである。この国庫補

助金の使われ方については,総 務庁

行政観察局に よる監査結果が国会で

論議 された りもしている(参 議院

1998:6-9)。

　 また,水 産庁の漁業問題研究会報

告書には,相 手国の漁業の振興に資

するとともに,我 が国漁業者の操業

の場を確保 し,寄 与することを目的

として海外漁業協力を実施 している

(水産庁1989:63)と 明言 している。

日本の浪費型社会を背景に水産資源

を外国に頼る開発 「過剰」国家の一

断面がここに散見できよう。ともあ

れ,消 費大国の日本にみる水産関係

の海外漁業協力は日本の政府開発援

助としての水産無償協力,国 際協力

事業団による水産関係技術協力,海

外漁業協力財団に よる協 力事業の

「三本立て」なのである。そして,

水産無償援助の中身は表5の とお りであるが,国 際協力事業団による水産関係技術協

力と,海 外漁業協力財団による協力事業とも,そ の内容はかな り重複 してお り,相 互

に補完しあっている。唯一,異 なるのは海外漁業協力財団による協力事業のうち,技

術協力以外の資金協力の部分であろう。この資金協力 とは日本企業への融資そのもの

であるとどうじに,援 助対象国とはならない途上国以外で日本漁船が漁場 とするロシ

ア,カ ナダ,ア メリカ,オ ース トラリアでの合弁事業や資源開発にこれら資金が割 り

振られるのである。

　 「獲る漁業」,「合弁による漁業」から 「買 う漁業」へと変化を余儀なくされた日本

の漁業は,水 産庁国際課海外漁業協力室を中心にした水産無償援助や海外漁業協力財

団の事業諸案件によって支えられてきた。 しかも,こ れら事業案件は入漁関係のある

国にたいして優先的に実施されていることからみても,交 渉を有利にすすめるための
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表5　 水産無償援助 ・地域別案県別実績累計(1973～1997年 度)

案件数 金額(100万 円)

地域別

案県別

太陽州

アジア

アフリカ

中南米

調査研究

零細漁業振興

技術訓練

漁港関連建設

流通加工施設

増養殖施設

84

60

121

68

30

106

57

76

45

19

32,525

36,481

71,005

42,998

22,486

39,330

31,367

51,435

25,657

12,734

合計 333 183,009

水産庁海洋漁業部国際課海外漁業協力室調べ

出所:宮 内泰介1999

「撒き餌」につかわれているのである。r我 が国の政府開発援助』(94年 版)を みても

わかるように,日 本の対南太平洋島嶼国向けi援助はODA全 体の約1.2パ ーセントに

すぎないが,無 償援助比率では3.3パ ーセントと高 く,そ のほとんどが漁業関係であ

ることに特徴がある。

　一事業につ き,1　一一10億円程度の規模による水産無償資金協力は,漁 港岸壁や漁港

施設 としての ドック,製 氷 ・冷蔵 ・冷凍施設などのほか,漁 業調査船,訓 練船,漁 業

機関,漁 業教育施設,養 殖施設,水 産物加工,流 通施設などの供与を含んでいる。こ

の援助の受け皿として各被i援助供与国政府の漁業振興計画がある。いっぽ う,海 外漁

業協力財団は合弁事業への低利資金の貸付(「 ソロモン ・タイヨウ」がその好例)の

ほか,「特定地域漁業振興推進事業」 という名目(95年 からは 「開発途上国等沿岸漁

業振興協力事業」として再スター ト)の 資源開発のための研究調査,沿 岸漁業開発振

興プロジェクト,高 度機能施設の修理 ・修復 と技術移転プロジェクト,研 修生受け入

れ,現 地漁業訓練,機 材供与,要 人招請,専 門家派遣などの事業を実施 している(菊

地1996:39r44)。

　海外漁業協力財団の資料によれぽ,1985-94年 までのあいだに案件発掘調査が49件

実施され,そ のうち75パ ーセソ トの34件が南太平洋島嶼国 ・地域であ り,日 本のマグ

ロ・カツオ漁船の入漁がおこなわれた7力 国がそのおもな対象となっている(海 外漁

業協力財団1995:20)。 また,入 漁交渉の多 くは単年度や短期間の契約であるために,

これら援助案件 もおのずと短期的な観点で実施されることになる。これにたいして国
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際協力事業団による援助は,中 ・長期的な観点から水産協力案件を発掘 し,水 産分野

の経済イソフラや社会イソフラの整備 といった開発プロジェクトに重点がおかれてい

る(志 村1996:11)。 こうして二重 ・三重の類似 したプロジェク ト案件が 日本から持

ち込まれることで,被 援助供与国政府の側に事業主体の混乱や混同が生じるのもじじ

つである。いずれにせよ,こ のような援助案件のねらいは 日本漁船の漁場確保のため

の事業であることにかわ りはない。

　南太平洋島嘆国への日本の入漁料支払い実績一覧を表6に しめ しておこう。 日本と

南太平洋島嶼国との入漁料交渉は1978年 から始まっているが,こ んにちまでの交渉の

経緯を概観するとつぎのような特徴を導きだす ことができる(松 田1986:136-142)。

それは,第1に,交 渉初期の段階では 「一括払い込み方式」が採用され,入 漁国が沿

岸国に決められた金額を入漁料(機 材供与を含んで)と して一括 して支払 うことで,

沿岸国は経常予算に組み込むことメリットがあった。第2に,交 渉経過を重ねた結果,

入漁国 ・沿岸国相方が学習過程を経たことで,よ り現実的な入漁料の支払いを求める

いっぽ うで,沿 岸国が入漁による収入の増大をつよく要求するようになった。その結

果,個 別船入漁料方式の採用 と多国間交渉の道を模索するようになる。第3は,個 別

船入漁料方式をさらにすすめた変動入漁料システムの導入である。これは一航海ごと

の漁獲量を過去3力 年の実績でもとめて1年 間固定し,日 本における水揚げの平均漁

価を乗 じた値に一定の比率を掛けあわせたものをその月の入漁料 とする方式で,問 題

がないかぎり自動延長するまでになった(佐 竹1997:74-83)の である。

　 このように入漁料交渉のあゆみのなかで,そ れぞれの時代を特徴づける入漁システ

ムが存在 したことにあわせて,島嶼 国家の側でも南太平洋フォーラムのなかにフォー

ラム漁業機関(FFA)と いった地域機構や多国家間ハイ レベル会議(西 中央太平洋

漁業会議)を 設立した り(1971年),200海 里専管経済水域をもつ各諸島間で利益配分

拡大要 求や競争を激化 させなが ら こんにちにいた っている(Schurman　 l998:

107-136)o

　 しかし,入 漁料交渉にみる時代の変化は,水 産資源の減衰 と資源管理とい う新たな

難問が浮上することで,水 産無償援助とい う切 り札もしだいとその魔力を失ってきて

いるかのようにみえる。 これにくわえて,日 本漁業にとって大きな足枷となっている

のが船員不足の問題である。80年 代に入ってか ら外国人労働者の乗船が始まったのを

うけて,国 際協力事業団は外国人への技術移転問題と称してキ リバス海員学校漁業科

を設置し,日 本漁船における技術水準維持のためにキ リバス漁船員の補充養成を実施

している。この学校の漁業訓練員である郡はもと特効隊員で,か れのキリバス漁船員
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護 ソ ロ モ ン 諸 島 フランス海外領土 パ プ ア ・ニ ユ ー ギニ ア キ  リ  バ  ス ベ ラ ウ 共 和 国 ミクロネシア連邦 マ ー シ ャ ル 諸 島

1978 1.1200海 里FZ設 定 2,11200海 里EEZ設 定
3.31200海 里FZ設 定

一"一,h

4.1200海 里FZ設 定

1.1200海 里FZ設 定 1.1200海 里FZ設 定

7.1200海 里FZ設 定

1.1～9.30

 入 漁 中断

 (9ケ 月間)

2.11～1979.7.19

 入 漁 中断

 (17ケ 月 間)

3.31-4.30 入漁 中 断 4.1～6.30人 漁 中断
              一一

⑪5.1～1979.1.30

 ⑬ ㊥30キ ナ/船 長1m

 lキ ナ/乗 組 員/航 海

 ⑭100万 キナ(3.3億 円)

㊥㊥7.1～1979.6.30

 ㊧+⑱

 顧)9.5千 トン,θ2千 トン

⑳o万 ドル

 ⑫15万 ドル

魎 ②25ド ル/ト ン,

 ㊥67.5ド ル/ト ン

㊥400隻

⑫⑭10.1～1979.9.20

 ⑱+㊨

 顧)6千 トン,◎2千 トン

⑳0万Sド ル

 ⑫5万Sド ル

⑳ ～1～57Sド ル/ト ン

⑱ ②1.5万 トン,◎3千 トン

⑯P.3.5千 隻 日,L.2.5千 隻 日

1979

㊥1.1～12.31

 ⑲+⑱

⑲0万 ドル/470隻

 画300～900ド ル/隻/年

1.1～4.3入 漁 中断2.1～8.31

 入漁 中断

 (7ケ 月 間)

⑭4.4～12.31

 ⑱200万 ドル

⑰900隻

⑭7.1-12.31

 ⑬40万 ドル

◎450隻

⑬7.20-1980.4.19

 ㊧189.4万 フ ラ ン

⑫415隻

⑭9.1-12.31

 ⑭ ㊥ 同 ヒ

 ⑳P.1,105～4,076キ ナ/年

 L,1,640～4,985キ ナ/年

 M.18,952キ ナ/年

④⑭7.1～1981.6.30

 ⑱+⑭

魎 弟0万 ドル/370隻

趣)1.2千 ドル/隻/年

 ⑫30万 ドル

1980 麗)1979.10.1-1980.9.30

 ⑫ ⑨100Sド ル/隻/年

 ⑭900～3,500Sド ル/隻

⑪10万Sド ル

⑳ ②1万 トン,◎2.5千 トン

⑭1.ト3.31

 ⑱+⑭

魎)10万 ドル/470隻

⑨ 同上

⑭1.1～12.31

 ⑱4.2億 円

 ⑪7千 万 円

⑮800隻

⑭1.1～1981.3.31

 ⑱52,5万 ドル

⑮450隻

⑭4.20～1981,7.19

 ⑱355.6万 フ ラ ン

⑬15,500ト ン

④445隻
⑭1.1～1981.8.7

 ⑪ ㊥ 同上

 ⑳1,525～3,103キ ナ/2ケ 月

 L.1,213～2,600キ ナ/2ケ 月

 M.3,175～4,738キ ナ/2ケ 月

⑭4.1～1981.3.31

 ⑱+⑱

⑳.5千 万円/450隻

 ⑳1-20万 円/隻/年
⑳2.8千 万 円

⑧ ⑬10.1～1982.9.30

 ⑭ ⑨2.7万 円/隻/年

 ⑳P.57万 円/45日

 L.38～124万 円/航 海

 ⑫6千 万 円

㊥ ②1万 トン/年,◎2.5～

 4千 トン/年

⑳1.1-12.31

 ⑱4.7億 円

 ⑪7千 万 円

⑭800隻

1981

㊥⑭4.1～1982.3.31

 ⑱+⑭

哩)100万 ドル/470隻

 趣)2.2千 ドル/隻/年
 ⑫3,500万 円

@7.20-1982.8.19

 ㊧324.8万 フ ラ ン

⑱500隻

⑬8.7～1982.8.6

 ⑱㊥同上

 ⑳漁獲物 のFOB価 格の5%

 ⑬②1万 トン,◎2.5千 トン

7.1～10.31

 入 漁 中 断

 (4ケ 月 間)

⑫4.1-1982.9.30

 ⑱+⑪

⑳1.08億 円/450隻

1982 鎚)1981,11.1-1982.10.31

 ⑱+⑯

⑳.1億 円/370隻

⑳7万 円/隻

 ⑫2.5千 万 円

1981.7.1-1983,12.31

 入漁 中断

 (30ケ 月)

1.1～4.30

 入漁 中断

 (4ケ 月間)

⑬ ⑭4.1～1983.3.31

 ⑱125万 ドル

⑱470隻⑫8.20～1983.8.19

 ⑱286.5万 フ ラ ン

⑳312隻

⑳8.7～

 自動延長

⑭5.1～1983.4.30

 ⑱5.7億 円

 ⑭4千 万 円

⑰650隻
      ・

10.1～1983,1.31

 入漁 中断

 (4カ 月 間)

11.1～1983.8.31

 入 漁 中断

 (10ケ 月 間)

1983
㊥ ㊥4.1～3.31

⑭㊧ ⑨150ド ル/隻

⑭1.4～2.1千 ドル/航 海

 又 は3.4～3.6千 ドル/年

 入 港料450ド ル/隻

@㊧a1～1983.12.31

 ⑪ ③13.5-27.0千 円/隻

 ⑤ ㊥P.27万 円/隻

 L.57～124万 円/隻

 ⑳600万 円

⑪P.3千 トン,L.3.5千 トン

⑭5.1-1983.7.30

 ⑱1.45億 円

⑫8.20～1984.8.19

 ⑱130万 フ ラ ン

 ⑭5千 万 円

⑳4,659ト ン

⑰92隻

8.1～1984.2.9

 入漁 中断

 (6ケ 月 間)

㊥⑳9.1～1984.8.31

 ⑱+⑱

魎2.1億 円/370隻

趣 郵7万 円/隻

 ⑳2.5千 万円

1984 ⑭1.1-12,31

 ⑱6.5千 万 円

⑫290隻

⑭2。10～8.9

 ⑱2.85億 円

 ⑪2千 万 円

⑳650隻

㊥ ⑭4.1～1985.4.30

 ⑪ ⑱⑨150ド ル/隻

 ⑳1.9～2.2千 ドル/航 海

@⑭1.1一

 ⑪⑰⑪⑨2.7万 円/隻

 ⑳魚価に応 じて毎月変動

 ⑫2千 万円

@8.20～1985.8.19

 ⑭185.5万 フ ラ ン

 ⑪3.5千 万 円

⑳5,890ト ン

⑰90隻

@⑭9.1～1985.8.31

 ⑮ ⑭⑳⑧3.6万 円/隻

 ⑳ 魚価 に応 じて毎 月変動

 ⑳3.5千 万円

⑭8.10～1985.8,9

 ⑭⑰⑳⑨3.6万 円/隻

 ⑳魚価に応 じて毎月

 変動

 ⑭6千 万円

1985 1.1～

 自動 延 長

1.1～

 自動 延 長 @㊧5,1-1986.4.30

 ⑱⑰⑬⑨3.6万 円/隻

 ⑭ 魚価 に応 じて毎月変動

 入港料3.6万 円/隻

 ⑳3千 万円

9.1～

 自動 延 長

8.10～

 自動 延 長

1986 10～90.9

110万 円⑫1,600万 円

自動延畏 141万 円/隻⑪3,500万 円 141万 円/隻 ⑫3,500万 円 7.入 漁 中 断

8～91.7入 漁

290万 円/隻

⑫3,250万 円

97万 円/隻

⑫7,300万 円

76万 円/隻⑫3,000万 円

1987 3.中 断 94万 円/隻⑪3,200万 円 290万 円/隻

⑪7,000万 円

97万 円/隻

⑫7,100万 円

42万 円/隻⑪2,300万 円

1988 8～89.2中 断 109万 円/隻 ⑫700万 円 290万 円/隻

⑫7,000万 円+1,000万 円

204万 円/隻

⑳5,600万 円

81万 円/隻⑪1,700万 円

1989 3.入 漁 139万 円/隻 290万 円/隻

⑪7,000万 円

512万 円/隻

⑪5,600万 円

82万 円/隻⑫1,700万 円

1990 10-92.9 9.58万 フ ラ ン

(178隻)

108万 円/隻 290万 円/隻

⑳3,500万 円

771万 円/隻

⑪6,300万 円

125万 円/隻⑪1,500万 円

1991 201万 円/隻 ⑪1,600万 円 895万 フ ラ ン

(157隻)

108万円/隻 9,～92入 漁

144万 円/隻

(290隻 まで)

648万 円/隻

⑪6,500万 円

85万 円/隻⑪1,500万 円

1992 201万 円/隻 ⑪1,600万 円 7.入 漁 中断

895万 フ ラ ン

(157隻)

157万 円/隻 120万 円/隻

(290隻 まで)

590万 円/隻

⑪8,300万 円

115万 円/隻⑪250万 円

1993 254万 円/隻⑪3,960万 円 100万 円/隻+5% 155万 円/隻

(290隻 まで)

595万 円/隻

⑪7,400万 円

115万 円/隻

1994 225万 円/隻⑫4,000万 円 290万 フ ラ ン

(20隻)

100万 円/隻+5% 143万 円/隻

(290隻 まで)

275万 円/隻

⑪7,300万 円

80万 円/隻+4%

1995 269万 円/隻⑫2,120万 円 100万 円/隻+5% 148万 円/隻

(290隻 まで)

780万 円/隻

⑫7,200万 円

138万 円/隻

一

1996 207万 円/隻 207万 円/隻

TZ:漁 業水域, EEZ:排 他的経済 水域,⑭ 政府間協定,⑭ 民間協定,⑱ 一括支払方式,⑱ 追加支払方式,⑱ 個別船支払 方式,⑭ 航海毎支払方式,⑳ 変動式支払方式,

㊥許可料,⑨ 登録料,⑳ 操業料,(璽D基 本漁獲量,(璽D基 本入漁料,(麺)追 加入漁料,(⑳ 超過入漁料,㊥ 漁獲制限,⑳ 隻数制限,⑭ 機材供与,② カツオ,

◎ マグロ,P.カ ッォ竿釣船, L.マ グロ延縄船, M.カ ッオ ・マ グロまき網船1力 統,ド ル:米 ドル, Sド ル:ソ ロモ ンドル, FOB:積 込み渡 し(運 賃は買手負担)

(出所)国 際漁業研究会編 『国際漁業の研究』恒星社厚生閣。138-139頁 を もとに ユ986年以降 を筆者が新たに作成 した。 『農水省年報』 各年版 よ り。



佐藤　　マグロのポリティックス

教育の回顧録を読む(郡1996:第2章)と,軍 隊さながらの教育と日本語教育が実

施されている現実に驚かされる。 この海員学校はこれまでに約300名 の修了生を輩出

し,業 界船38隻 中,25隻 に200名 のキリバス船員が乗船 し,キ リバス政府 と日鰹連 と

の取 り決めによって年間500豪 ドルの給与が支払われている。「3K」職場の慢性的な

人手不足を外国人の低賃金で補お うとする 「研修制度」,「技能実習制度」は 「労働者

としての権利」侵害や不明確な賃金基準による 「中間搾取」といった国際問題とどこ

か共鳴 しあうような危 うい行為であることに違いはなかろ う。水産開発協力,海 外漁

業開発技術協力,外 国200海 里水域漁場開発協力,開 発途上国等沿岸漁業振興協力と

いった 「援助」や 「国際協力」の裏側で,日 本漁業は生産の3要 素である漁場の制約,

船員不足,累 積赤字の三重苦にあえきながら,世 界の水産資源を枯渇させるほどに買

い漁っている。

Ⅲ　 島嶼国家の漁業発展策

　南太平洋島嶼国 ・地域の水産業の形態は自給型漁業,商 業 目的の小規模漁業,企 業

型資本制漁業,増 養殖業と多様である。にもかかわ らず,先 進国か らの援助による「国

際協力」や 「開発」が介入することで人びとの営みはどのように変化 しているのだろ

うか。援助による 「国際協力」や 「開発」プロジェク トが現場で翻訳されるさい,人

びとがそれをどのように解釈 し,独 自のものに創 り替えていこうとするのかを以下で

みていこう。

　 1998年 の第29回 南太平洋フォーラム首脳会議でも産業発展の基盤 として漁業と観光

の振興を図 り,開 発戦略を促進することが表明された。また,先 進国の援助を通 じて

南太平洋地域の 「最大の持続可能な漁業」の維持 と漁業資源の保護管理をすすめるこ

とが合意された。これはいずれも国家財政収入にしめる入漁料の比率がきわめて高い

ことに由来 している。 ミクロネシア連邦ひとつとってみても,国 内総生産(GDP)

よりも入漁料を含めた政府収入が依然として高い,公 的経済主導型の経済構造になっ

ているのである。これを風間はFFAB経 済と名付けている(風 間1998:18)。 それは,

基金(fund),入 漁料(負sh　royalty),援 助(aid),官 僚制(bureaucracy)の 頭文字

が しめすように,短期的であるとどうじに,長期的には持続 しえない レン ト収入によっ

て支 え られ た南太平 洋 島嶼 国家 の一般 的 な特 質を さ してい る(佐 藤1998a:

168-171)。 それゆえに,莫 大な投資を要する近代漁法技術でマグロ・カツオ漁業を育

成するよりも,確 実な収入が見込 まれる入漁料や援助に依存 しようとする安易な姿勢
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が政府側に生 まれ,し ば しぼ腐敗 と統治の限界の温床 ともなる(Larmour　 1997:

1-17)。 グローパ リゼィションを胎動させる世界資本主義経済システムのもとで,南

太平洋島嶼国は自立を拒まれ,縁 辺に追いやられた周辺的な存在でしかないのである

(佐藤1998b:24)。

　そこで先進国側が奏でる水産開発協力,海 外漁業開発技術協力,外 国200海 里水域

漁場開発協力,開 発途上国等沿岸漁業振興協力の具体的な中身はどうなっているのだ

ろ うか。大雑把に洗い出せぽ,そ れは漁業協同組合の設立,組 合管理による漁獲物の

集荷 ・販売 システムの確立,漁 具 ・漁法の改良,海 産物資源の輸出部門の企業化,鮮

度保持技術の改善,冷 凍 ・冷蔵 ・製氷器の維持 ・整備技術の移転,輸 出先の販路拡大

協力,新 漁場の開発,海 洋資源 ・水産資源量の調査,小 規模漁業活動の活性化,都 市

部への漁獲物の流通販売試験,既 存漁業関連施設の整備 ・保守,漁 民収入の増加,資

源管理手法の指導や助言,漁 船機関の保守 ・整備,国 営漁業公社の運営管理への助言

といった具合である。 これ らを大別すれぽ,(1)協 同組合の設立をつ うじて効率的

な漁獲 と鮮度のよい漁獲物の販売 ・市場化によって収益をあげるもの,(2)冷 蔵 ・

冷凍 ・製氷機の導入とその維持技術を伝授するもの,(3)新 漁場の開拓をつ うじて

輸出市場への参入を うながうもの,(4)漁 業開発推進機関を設置 して諸事業を管理 ・

維持する能力を支援するもの,(5)資 源管理の手法を指導するものになろ う。

　 この漁業発展策はいずれも島嶼民のもうひとつの漁業資源である近海あるいは環礁

内の底魚を伝統的な漁法から近代的な漁法に転換 させ,漁 業の産業化 ・商業化をつ う

じて経済の活性化を うながすいっぽ うで,輸 出志向型の水産業として競争力を強化 し

ようとするものぼか りである(Nero　 1997:376--380)。 また,こ れ とあわせて地方の

社会経済開発を意図した地方漁業振興策が地方政府の統括のもとですすめられる結

果,小 規模漁民がその管理下に組み入れられることになる。こうして,通 常の経済学

の暗黙の前提である競争促進的な市場環境を整備すれば,そ の社会の経済的効率が改

善され,持 続的な経済成長が始まると考えられるのだろうか。

　 しか し,そ の現実は南太平洋島嶼国において漁業開発による資本制漁業の導入が,

依然として資本 ・資金不足に悩まされ,援 助なくしては経営の自立化や現地化がおぼ

つかない状況にあること,ま た,世 界市場向けのマグロ・カツオが巻き網漁法という

生産性の高さと資本規模の大 きさを競 う手法が現地化政策に馴染むかどうか疑わし

い。そればか りか,先 進国向け水産市場に積極的にかかわろうとすれぽするほど,南

太平洋島嶼民の栄養向上にほとんど寄与することができな くな り,か えって先進市場

の動向に漁業生産が左右 され る危険すらある(片 岡1984:83-84)。
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　漁業資源管理 もまた同様の観点から試み られている。マグロ資源管理の方法をめ

ぐっては,入 漁船の監視や漁獲報告,入 域登録,撒 餌の養殖,漁 業情報サービスなど

のほか,せ いぜい総量規制 といったた ぐいが考えられ,海 洋食物連鎖の相互作用とい

う観点を欠落させた 「マグロの主権」強化をめざしている。 この海洋食物連鎖の相互

作用 とは,マ グロのような栄養 レベルの高い補食性魚類はニシンやタラの一種のパウ

トといった比較的小さな魚を食べ,さ らにこれらの魚は小魚やプラソクトソを食べる

ことか らもわかるように,連 鎖の最上位にいるマグロが減少すると,漁 業者がより下

位の,小 型で市場価値の低い漁種を獲る相互関係をさしている。 したがって,乱 獲に

よる漁業活動の縮小がおこなわれないかぎり,こ の悪循環は継続され,や がて資源の

枯渇を招きかねない。魚種の個体数の回復と海洋生態系の再生は,特 定の魚種を管理

するのではなく,こ うした漁獲構造そのものの転換を図 りながら,生 態系としての漁

場を管理するのが本来の資源管理の在 り方(Van　 Dyke　1994:58-70)な のである。に

もかかわらず,漁 業近代化と貨幣経済の浸透をまえにして,漁 民たちは従来からあっ

た所有権や資源利用方法によるあつれきと変化を余儀なくされる。政府主導型の資源

管理は沿岸漁業を主体 とする地域では漁業者か らはむ しろ歓迎されないのが現状であ

る(秋 道1998:143-151;Singh　 1994:51-62)。

　そればか りか,経 済活動が特定の場所に集中することから都市 と農 ・漁村のあいだ

で,ま た地域間での所得配分の格差を うみ,ひ いては争いの火種 ともなる 「貧困」化

を促進 し,生 活様式の変容を迫ることになる(西 岡1998:1-13)。FAOの 最近の調

査報告によれば,21世 紀初頭には南太平洋の人口はいまより200万人増加し,890万 人

になると予測 し,島嶼 民一人当た りの魚消費量が変わ らなくとも年間の漁獲量を34

パーセント増の17万 トンにする必要があ り,こ れまで輸出用 として捕獲されていたマ

グロの多 くを今後地元住民の食糧用に振 り分けねばならなくだろ うと警告を発 してい

る。また,同 報告は政府がすすめている沿岸漁業振興策が大きな負担 となってお り,

商業的な漁業の圧力に対応 しきれな くな っていると現状を分析 している(FAO

1995:Chap10)。 いわぽ,「 タラ戦争」(Kurlansky　 l999)か ら 「マグロ戦争」への移

行を予兆 している。ともあれ,南 太平洋島嶼諸国はマグロなどの高価な魚種を輸出し,

魚の缶詰や安価な冷凍魚を輸入するという構図には変化がない以上,人 口増加 と沿岸

漁業資源の狭小さから,一 人当た りの魚供給量が将来減少する危険性がある。資源を

破壊する漁業技術,漁 場の伝統的な支配権の崩壊が沿岸漁業資源に深刻な影響をあた

え,零 細小規模漁業の持続性を確保するための適切な漁業資源管理が発展策としての

課題となる(Biagini&Hoyle　 1999:1-14)。
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]V　 島嶼 民の暮 ら しと漁業

　太平洋島嘆民の一人あた りの年間魚消費量は45キ ログラムで,世 界平均 よりも高い

(13.3キ ログラム)こ とは よく知 られている。最近の調査によれば,そ の消費量 も増

大傾向にあることがしめされた。 この魚需要の増大要因は人口と都市化である。いい

かえれぽ,外 部の島から首都へ人 口が移動するにつれて缶詰の需要が増加 したことで

ある。表7は 南太平洋島唄国の漁業生産と一人当た りの魚消費量をしめしたものであ

るが,市 外地域での魚の需要動向に大きな影響を与えるのが実質賃金と魚の相対価格

である。この地域全体の一人当た りのGDPは70年 と90年のあいだで0.3パ ーセソ ト

減少 していることを世銀/IMF資 料は しめ している。 これは賃金の上昇が見込めな

い人びとがより安価な魚缶詰を多く消費 していることを物語っている。

　 ところで,太 平洋島唄民の暮 らしを支える漁業である沿岸漁業は,輸 入されない魚

のほとんどを供給している点で重要な役割を担っているといえる。沿岸漁業によって

供給 される10万8,243ト ンの うち,76パ ーセ ントは生計を維持す るための漁業からな

り,残 りが中規模および小規模漁業で,500種 の魚類を利用 している(表8)(Gillet

1998:10≡)-110)。

こうした小規模漁業もこんにち近代化の嵐にさらされてきた。1980年 代以降,日 本の

漁業開発援助 ・水産物流通振興計画によって南太平洋島嶼国では,大 規模な沖合近代

漁業の開発だけでなく,国 内各地の地方都市や離島にまで漁業開発i援助の手が延び,

冷凍庫,製 氷機の設置と魚の集荷のための運搬船の運航が次々と広まっていった。そ

のさい,開 発の対象となるのは漁獲技術ばか りでなく,資 金の貸付や資金援助をつ う

じて住民をも巻き込み,地 域の商品経済化をおしすすめる点にある。その結果,国 内

の水産物流通に変化がおこ り,首 都と離島との関係や離島における自給的漁業に,さ

らには村の水産物の商品化や 「製氷文化」の導入によって共同体的社会秩序に変容が

おこるだけではなく,個 人の魚類摂食量にも大きな変動をひきおこすのである。

　 この点について,トン ガ王国の漁業開発が離島の人びとにいかなる影響を及ぼすか

を丹念に調査 してきた村山らの研究(村 山1992;1994)か ら多 くのことを学ぶこと

ができる。それによれば,離 島の村において商業的漁業への変化が漁船や漁具の高度

化によって漁場の拡大をもたらしたこととあわせて,商 品価格の高い水産資源の減少

をもたらし,市 場の動向にあわせた出漁と分配(販 売)の 周期性を生みだしたことを

明らかにしている(村 山1992:208-209)。 さらに,村 内においては商業的漁業の展
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表7　 南太平洋島嶼国の漁業生産と1人当たりの魚の供給量

漁 業生 産 量(メ ト リッ ク トン)

計
生計維持の　販売のため
ための漁業　　の漁業

(人口千人)(麟 鰻)

計 108,243 83,913 24,330 6,068 18

米領 サ モ ア

ク ッ ク諸 島

ミク ロネ シ ア連 邦

ブ イジ ー

フ ラン ス領 ポ リネ シア

グ ア ム

キ リバ ス

マ ー シ ヤル諸 島

ナ ウル

ニ ュ ー カ レ ドニ ア

ニ ウ エ

北 マ リア ナ諸 島

パ ラ オ

パ プ ア ニ ユーギ ニア

ピケ トアン 諸 島

ソ ロモ ン諸 島

トケ ラ ウ諸 島

トン ガ

ツノミル

バ ヌア ツ

ワ リス ・フチ ュナ諸 島

サ モ ア

　　267　 　　　　　　215　 　　　　　　52　 　　　　　　　47　　　　　　　　6

　　982　 　　　　　　　　858　 　　　　　　　124　　　　　　　　　　17　　　　　　　　58

　6,880　 　　　　　　6,243　　　　　　　　637　 　　　　　　　　109　　　　　　　　63

23,253　 　　　　　16,600　 　　　　　6,653　 　　　　　　　732　 　　　　　　32

　6,043　 　　　　　　3,691　　　　　　2,353　 　　　　　　　　196　　　　　　　　31

　　590　　　　　　　　472　 　　　　　　　118　　　　　　　　 134　　　　　　　　4

12,324　 　　　　　　9,084　 　　　　　3,240　 　　　　　　　　　72　　　　　　　172

　2,369　 　　　　　　2,000　 　　　　　　　369　 　　　　　　　　　46　　　　　　　　51

　　377　　　　　　　　　98　　　　　　　　279　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　40

　3,481　 　　　　　2,500　 　　　　　　981　 　　　　　　　170　 　　　　　　21

　　　115　　　　　　　103　 　　　　　　　12　　　　　　　　　2　　　　　　　52

　2,966　 　　　　　'2,825　 　　　　　　141　　　　　　　　 45　　　　　　　67

　1,486　　　　　　　　　750　　　　　　　　736　 　　　　　　　　　15　　　　　　　　98

25,554　 　　　　　20,588　 　　　　　4,966　 　　　　　　3,727　 　　　　　　　　7　　　　　-

　　　　8　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　80

11,150　 　　　　　　10,000　 　　　　　　1,150　 　　　　　　　　320　　　　　　　'35

　　　191　 191　 0　 2119

　2,362　 　　　　　　　933　 　　　　　1,429　 　　　　　　　　94　 　　　　　　25

　　　927　　　　　　　　807　　　　　　　　120　　　　　　　　　　　9　　　　　　　103

　2,512　 　　　　　　2,045　 　　　　　　 467　　　　　　　　　148　　　　　　　　17

　　　917　　　　　　　　621　　　　　　　　296　　　　　　　　　　14　　　　　　　　67

　3,489　 　　　　　　3,281　　　　　　　　208　 　　　　　　　　160　　　　　　　　22

(注)1.こ の表 の漁 業 生 産 に は,資 本 漁 業 の生 産 量 は含 まれ て い な い 。

　 　 2.Susistence　 fisheriesは 「生 産 維持 の た め の漁 業 」 と訳 した。

　 　 3.人 口は1990年 の統 計 値 。

出所:FAO　 1995

表8　 南太平洋島唄国の沿岸漁業の推定生産量の推移

年　代 沿 岸漁業生産量
(メ トリックトン)

この地域 の人 ロ

　　(千人)

沿岸漁業の1人
当た り供給量(
キ ログラム)

1960 1* 31,420 3,150 10.0

1970年 代 　後 期'*2 55,130 4,410 12.5

1990年 代　初期　 *3 108,242 6,068 17.8

出 所:*1:Ven　 Pe1(1961)

　 　 　 *2:Crossland　 and　 Grandperrin(1979)

　 　 　 *3:Dalzell　 and　 Adams(1994)

出 所:FAO　 1995
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開によって水産物にたいする村人の価値観の変化がおこり,こ れまで日常的に水産物

が贈答に用いられてきたものが売買の対象になったことから世帯間格差を生 じさせ

た。この世帯間格差は,政 府主導の漁業開発からえた貸付資金からえた動力船,漁 具

をもつ特定の漁家が贈答と売買といった分配の中心になることからうまれている。な

ぜなら,こ れまでこれまで自給してきた主要食物が商品化されることで,各 世帯での

食物入手の手段に変革を迫 り,ひ いては食生活の変化を引き起こすからである。

　そればか りか,こ れまでの漁獲と分配をつ うじて人と人 との関係が濃密であったも

のが,商 品化の過程で変化をきた し,相 互扶助的な社会関係が変容を強いられること

になる。 しかも,魚 貝類の入手 ・摂食量の地域内での世帯間格差は,村 外への販売化

によって拡大 してお り,地域内の売買関係の未発達によっておこっているのである(村

山1994:42;Slatter　 1994:131-148)。

　かくして,漁 業開発によって導入された近代的漁業は,村 人の生活 と生産の手段に

たいするアクセスを保障してきた社会関係が破壊 されるだけでなく,人 と自然や人と

人との関係に亀裂をうみだしている。離島の一村における水産物の自給的漁業 と配分

の変化,国 内水産物流通の再編,国 の漁業開発計画とのあいだには一連の相互関連性

をみいだすことができるとどうじに,そ こに 「開発」が大きく介入しているがわかる

(Baldacchico　1998:267-279)。 なかでも,「製氷文化」の浸透はいままで魚 とい う形

をみたこともない人たちにも魚の消費をうながすと同時に,食 品の長期保存を可能 と

し,そ れによって鮮度の高い食品を供給することができる点で,島 民の生活様式全体

に大きなインパク トを与える。これによって村人たちには現金獲得志向が強まるとど

うじに,村 外への魚類流出に拍車がかか り,小 さな魚までが禁漁期でも捕獲 されるよ

うにな り,在 来の漁法を駆逐する現象が生まれるのである(秋 道1998:147)。

「獲る漁業から,つ くる漁業へ」 とい うスローガンが西洋人/外 来人によってまこ

としやかに語られるが,こ こではむ しろ人と自然や人 と人との関係が維持されるよう

な 「持続可能な生活」を前提 とした 「開発」のあ りかたが問われているといえる(関

根1998:128)。 それはむ しろ 「開発」をたんに否定 しているのではな く,中 心的生

業と副次的生業 との相互補完的に集団の経済的基盤を形づ くる,い わばマイナー ・サ

ブシステンスとしての漁労活動が再認識されねばならないことを意味している(松 井

1998:140-148)。
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お わ り に

　太平洋島唄諸国の沖合マグロ漁業生産量は沿岸の生産量のほぼ10倍 に達 しているの

である。それらは太平洋島嶼諸国以外の国の資本漁船によって漁獲され,先 進国で消

費されている。マグロをは じめ生鮮魚類の多 くはいまなお,日本人の嗜好と飽食によっ

て世界市場をかたちつ くってきた。その持続可能性がいま問われてお り,水 産ODA

による開発援助を垂れ流すことでは持ちこたえられないほどに,臨 界点に達している

といっても過言ではない。

　漁業の戦後史を振 り返れば,魚 類が無尽蔵に存在 しつづけるという前提のもとでの

国家間の利益追求の歴史であった。この間,少 なくとも三つの技術革新,す なわち高

性能の船,効 率のよい曳き網と冷凍魚とが一体 となった大型船が登場 したことであっ

た。これによってマグロと人間との間の協調関係に破綻が生 じたといえる。

　戦後 日本の漁業外交は隆路の連続であった。その象徴は第五福龍丸の被爆マグロで

あろう。それは日本が戦後国際社会に復帰 し,日 本漁業 も海外へ進出しようとした矢

先の出来事であったからである。いいかえれぽ戦後日本の国際漁業は,軍 拡競争の幕

開けとともには じまり,冷 戦の終わ りによってそのあ りようが変化してきているとい

える。戦後漁業の史的展開のなかで描かれるべきものは,マ グロの 「政治的ルーツ」

なのかもしれない。移転問題で揺れる東京の台所 ・築地中央卸売市場に汚染マグロの

「マグロ塚」を建立 しようという計画が危機にあるのをみて,そ の意を強 くするのは

筆者だけではあるまい。

注

1)本 稿は1998年2月7日 の国立民族学博物館共 同研究会 での拙報告を もとに新た に書 き下 ろ

　 した ものであ るが,98年 度 より新た にス ター トした地域研究交流 セン ター共同研 究 「グロー

　バ リゼー シ ョンと熱帯地域」に参画 し,ま た99年2月12-13日 に開催 された 国立 民族 学博物

　館共 同研究 「熱帯における環境利用 と世界 システ ムの人類学的研究」 との合同研究会 に参加

　す る機会に恵 まれ,と くに増田美砂報告や 山下東子報告か ら多 くの示唆を得 ることがで きた。

　 ここに合 同研究会を主催 された秋道智彌,吉 田集而/阿 部健一 各氏に感謝 の意を表 したい。

　なお,文 責は筆者に帰す ることにかわ りは ない。
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